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愛知県私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱 

 

 （ 通 則）  

第１ 条 愛知県私立幼稚園特別支援教育費補助金（ 以下「 補助金」 と いう 。） は、 障害児の就園する私立幼稚園及び学

校法人立幼保連携型認定こ ども 園（ 以下「 幼稚園等」 と いう 。） の教育内容の充実を図るため、 私立学校振興助成法

（ 昭和50年法律第61号） に基づき、 予算の範囲内において幼稚園を設置する学校法人（ 学校教育法（ 昭和22年法律第

26号） 附則第6条に規定する幼稚園を設置する者を含む。 以下「 設置者」 と いう 。） に交付するも のと し、 その交付に

関しては、 愛知県補助金等交付規則（ 昭和55年愛知県規則第８ 号。 以下「 規則」 と いう 。） に定めるも ののほか、 こ

の要綱によるものと する。  

 （ 補助の対象及び補助金の額）  

第２ 条 こ の補助の対象と なる幼稚園等は、 次の各号のいずれにも 該当するも のと する。  

( 1)  補助金の交付を受ける年度（ 以下「 当年度」 と いう 。） の５ 月１ 日現在において障害児が就園しているも ので、

障害児に対する教育を積極的かつ継続的に実施しているもの 

( 2)  経理方法が適正で、 補助効果が期待できるも の 

( 3)  当年度の４ 月１ 日までに設置認可を受けたも の 

２  こ の補助の対象と なる経費は、幼稚園等における障害児の教育に必要な経常的経費で、別表第１ に定めるも のと す

る。  

３  補助金の額は定額と し、当年度の５ 月１ 日現在において幼稚園等に就園する障害児の数に応じ別表第２ に定める額

と する。  

 （ 補助金の流用の禁止）  

第３ 条 ２ 以上の幼稚園等が、こ の補助の対象と なる設置者にあっては、各幼稚園等に対する補助金を相互に流用して

はなら ない。  

 （ 申請手続）  

第４ 条 規則第３ 条に規定する申請書及び添付書類は次の各号に掲げるものと し、 その提出部数は各１ 部と する。  

  ただし、 第６ 号、 第７ 号及び第８ 号の書類については、 既に知事に提出さ れている場合は、 こ れを省略すること が

できる。  

 ( 1)  愛知県私立幼稚園特別支援特殊教育費補助金交付申請書（ 様式第１ 号）  

 ( 2)  補助を必要と する理由を記載した書類（ 様式第２ 号）  

 ( 3)  補助の対象と なる事業計画書（ 様式第２ 号）  

 ( 4)  障害児一覧（ 様式第３ 号）  

 ( 5)  障害児であるこ と を証する書類（ 公的機関の判定書、 医師による診断書等）  

 ( 6)  当年度及び前年度の収支予算書 

 ( 7)  前年度の収支計算書 

 ( 8)  前年度末の貸借対照表及びそれに付属する明細表 

 ( 9)  その他補助金の交付に関し、 知事が必要と 認めた書類 

２  前項の規定による申請書の提出期日は、 別に定める。  

 （ 申請の取下げ）  

第５ 条 規則第７ 条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から 15日以内と し、その旨を記載した
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書面を知事に提出しなければならない。  

 （ 補助事業の実施期間）  

第６ 条 補助金の交付の決定に係る事業（ 以下「 補助事業」 と いう 。） の実施期間は、 当年度中（ ４ 月１ 日から翌年３

月31日まで） と する。  

 （ 計画変更の承認）  

第７ 条 補助事業を行う 設置者（ 以下「 補助事業者」 と いう 。） は、 補助事業の内容を変更しよう と する場合は、 あら

かじめ変更交付申請書（ 様式第４ 号） に関係書類（ 様式第５ 号） を添えて知事に提出し、 その承認を受けなければな

らない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更をきたさない場合における次の各号に定める変更についてはこ

の限り でない。  

( 1)  第２ 条第２ 項の別表に定める経費の配分の変更が、経費の能率的あるいは効率的使用に資するものであり 、かつ

補助目的の達成に支障がないと 認められる場合であって、当該経費の20パーセント 以内のもの。ただし、経費の目

的を実質的に変更しない限度と するこ と 。  

( 2)  補助目的達成のための弾力的運用に伴う 事業内容の変更    

( 3)  補助目的を損わない事業計画の細部の変更 

２  知事は前項の承認をする場合において、 必要に応じ交付決定の内容を変更し、 又は条件を付すること がある。  

 （ 補助事業の中止又は廃止）  

第８ 条 補助事業者は、補助事業を中止し、 又は廃止しよう と する場合においては、 知事の承認を受けなければならな

い。  

 （ 補助事業者の責務）  

第９ 条 補助事業者は、補助の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について十分に努力しなければならない。 

( 1)  障害児教育の実施に必要な教職員の確保及び施設設備の整備改善を行う こ と  

( 2)  障害児の保護者から徴する授業料等の納付金の額を、 他の在園児の場合より 高額にしないこ と  

( 3)  障害児を担当する教職員には、障害児教育の研修に努めさせると と も に、他の教職員にも 協力が得られるよう 配

慮すること  

( 4)  障害児教育の実施を、 極力園則や募集要綱等に明記し、 保護者及び関係機関等の理解協力を得ること  

 （ 事業遅延の報告）  

第10条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了するこ と ができないと 見込まれる場合はその理由、又は補助事業

の遂行が困難と なった場合は、その理由及び遂行状況を記載した書類１ 部を知事に提出して、その指示を受けなけれ

ばなら ない。  

 （ 実績報告）  

第11条 規則第13条に規定する実績報告書及び添付書類は次の各号に掲げるも のと し、 その提出部数は各２ 部と する。 

 ( 1)  愛知県私立幼稚園特別支援教育費補助金に係る実績報告書（ 様式第６ 号）  

 ( 2)  補助金精算書（ 様式第７ 号）  

 ( 3)  補助事業実績書（ 様式第８ 号）  

 ( 4)  補助事業に係る収支計算書（ 様式第９ 号）  

２  前項に定める実績報告書の提出期限は、 補助事業の完了（ 廃止の承認を受けた場合を含む。 以下同じ。） の日から

起算して20日を経過した日又は翌年度の４ 月10日のいずれか早い期日までと する。  

 （ 補助金の交付及び精算）  

第12条 補助金は、 補助事業の完了後交付する。 ただし、 知事が特別の理由があると 認めたと きは、 その全部又は一部
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を概算払、 又は前金払により 交付するこ と がある。  

 （ 補助金の不交付）  

第13条 知事は、 設置者又はその設置する幼稚園等が、 次の各号の一に該当すると 認められると きは、 補助金の全部又

は一部を交付しないこと がある。  

( 1)  法令の規定、 法令の規定に基づく 所轄庁の処分又は寄附行為に違反したも の 

( 2)  破産手続開始決定を受け、若しく は負債総額が資産総額を上回り 、又は銀行取引停止処分を受ける等、財政事情

が極度に窮迫しているも の 

( 3)  役員若しく は教職員の間又はこ れらの者の間において、訴訟その他の紛争があり 、学校法人の運営の適正な執行

を期しがたいも の 

( 4)  経理その他の事務処理が著しく 適正を欠いているもの 

( 5)  教職員の争議行為等により 、 教育、 研究その他の学校運営が著しく 阻害さ れ、 その期間が長期に及ぶも の 

( 6)  施設の占拠又は封鎖、 授業放棄その他の生徒等によ る 正常でない行為によ り 、 教育及び研究に関する 機

能の全部又は一部を長期間休止し ている も の 

( 7)  設置基準に著しく 適合せず、 かつ、 設置基準への適合に応ずる努力が認められないも の 

( 8)  日本私立学校振興・ 共済事業団からの借入金（ 融資あっせん分を含む。） の償還（ 利息及び延滞金の支払いを含

む。） 又は公租、 公課（ 日本私立学校振興・ 共済事業団並びに財団法人愛知県私学退職基金財団及び財団法人愛知

県私立幼稚園退職基金財団の掛金又は負担金を含む。） の納付を１ 年以上怠っているも の 

( 9)  その他管理営が著しく 適正を欠いているも の 

２  知事は、 前項の規定を適用しよう と すると きは、 あらかじめ学校法人等助成審議会の意見を聞く ものと する。  

 （ 決定の取消し）  

第14条 知事は、 規則第16条に規定するも ののほか、 補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、 補助金の交付の決

定の全部若しく は一部を取り 消すこ と がある。  

 ( 1)  補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と 認められると き 

 ( 2)  補助事業を中止し、 若しく は廃止したと き 

 （ 財産の管理）  

第15条 補助事業者は、補助事業により 取得した財産については、補助事業の完了したのちにおいても 善良な管理者の

注意をもって使用し、 その効率的な運用を図らなければならない。  

２  こ の事業によって取得した財産には、 別に定める記号を表示しなければならない。  

 （ 財産の処分の制限）  

第16条 規則第20条ただし書きに規定する知事が定める期間は、「 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（ 昭和40年

大蔵省令第15号）」 に定められている期間又はそれに準ずるも のと 認められる期間と する。  

２  規則第20条第２ 号に規定する知事の定める財産は、 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のも のと する。 

３  補助事業者が規則第20条の規定により 承認を得て財産を処分したこ と により 収入があったと きは、知事はその交付

した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付さ せること ができる。  

 （ 実施細則）  

第17条 こ の要綱の実施に関し必要な事項は、 別に定める。  

   附 則 

 この要綱は、 昭和55年４ 月１ 日から適用する。  

 （ 中略［ 昭和56年～昭和60年、 昭和62年～平成６ 年、 平成８ 年～平成14年の附則 略］）  
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   附 則 

 この要綱は、 平成18年４ 月１ 日から適用する。  

   附 則 

 この要綱は、 平成1９ 年４ 月１ 日から適用する。  

  附 則 

こ の要綱は、 平成２ ７ 年１ １ 月１ １ 日から施行し、 平成２ ７ 年４ 月１ 日から適用する。  

 附 則 

こ の要綱は、 平成２ ８ 年４ 月１ 日から適用する。  
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別 表 第１ （ 第２ 条関係）  

補助の対象と なる経費 

 障害児の教育を行う ために要する経常的経費で、 次に掲げる

も のと する。 ただし、 国又は地方公共団体の他の補助金及び寄

附金の対象と なったもの、 １ 個又は１ 組（ 件） の価格が100万円

以上の設備並びに保険料、 税金等の公租公課を除く 。  

１  人件費 

  教職員の給与費 

２  経 費 

  機器備品、 図書等の整備及び消耗品、 教材、 印刷製本、 通

信運搬、 修繕等に要する経費並びに旅費 

 

別 表 第２ （ 第２ 条関係）  

 

区  分 補 助 金 の 額 

非学校法人立 障害児の数に、274,400 円を乗じて得た金額以内の額 

学校法人立 障害児の数に、784,000 円を乗じて得た金額以内の額 

 

 

要綱第15条第２ 項の記号は、 次のと おり と する。  

 

 ○○ 

 県 
（ ○○は当年度を記入する。）  
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５ 学振第３ ４ １ －２ 号 

令和５ 年 月  日 

 

私立幼稚園及び認定こ ど も 園設置者様 

 

愛知県県民文化局長 

（ 公 印 省 略）  

 

令和５ 年度愛知県私立幼稚園特別支援教育費補助金に係る 診断書等の 

提出園児見込数調べについて（ 照会）  

 

 令和５ 年９ 月１ １ 日（ 月） から １ ５ 日（ 金） ま でに実施を 予定し ている 当該補助金

に係る 検収事務の参考と し たいので、下記期限ま でに別紙「 診断書等提出園児見込数

調査表」 を 提出し てく ださ い。 該当がない場合、 連絡は不要です。  

 なお、「 園児見込数」 は、 保護者から 診断書等及び確認書が提出さ れている 園児、

ま たは提出さ れる こ と が確実な園児数を 記載し てく ださ い。  

 

１  提出先・ 提出方法 

   令和５ 年７ 月２ １ 日（ 金） ま でに郵送又はＦ Ａ Ｘ でご提出く ださ い。  

・ 郵送の場合 

〒４ ６ ０ －８ ５ ０ １ （ 住所記載不要）  

愛知県県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室 

助成グループ西川宛て 

・ Ｆ Ａ Ｘ の場合 

Ｆ Ａ Ｘ ： 052-971-9889 

 

     担 当 県民生活部学事振興課私学振興室 

  助成グループ（ 西川）     

電 話 052-954-6187( ﾀﾞ ｲﾔﾙｲﾝ)    
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別紙 

番 号（ 経常費内示番号）   

学 校 法 人 名  

 

「 診断書等提出園児見込数調査表」  

園 名 園児見込数 

１   人 

２   人 

３   人 

４   人 

５   人 

６   人 

７   人 

８   人 

９   人 

１ ０   人 

合   計 人 
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５ 学振第３ ４ １ －３ 号 

令 和 ５ 年  月  日  

 

私立幼稚園及び認定こ ども 園設置者様 

 

愛知県県民文化局長    

（ 公 印 省 略 ）  

 

令和５ 年度愛知県私立幼稚園特別支援教育費補助金に係る関係書類の提出について

（ 通知）  

 

こ のこ と について、 令和５ 年度の補助金額の算定に必要と なり ますので、 補助金の申請を予定

し ている幼稚園等は、 下記の留意事項を確認の上、 関係書類を提出し てく ださ い。  

 

記 

１  提出書類 

（ １ ） 障害児一覧 

（ ２ ） 障害児であるこ と を証する書類（ 身体障害者手帳、 療育手帳、 保健福祉手帳、 特別児童扶

養手当証書、 通所受給者証、 入所受給者証、 県が指定した診断書、 公的機関が発行し た判定

書の写し）  

※設置者名で原本証明をするこ と  

（ ３ ） 確認書 

（ ４ ） 対象園児個表 

（ ５ ）下記の認定こ ども 園は、対象園児が令和５ 年５ 月１ 日に１ 号認定であるこ と の証明書類（ 市

町村が発行する書類）  

   ・ 旧並列型の幼保連携型認定こ ども 園 

   ・ 新制度施行時（ H27. 4. 1） 又は施行後に学校法人立の幼保連携型認定こ ども 園と して新た

に設置さ れた園（ 幼稚園や幼稚園型認定子ども 園を基に新たな幼保連携型認定こ ども 園

と して設置さ れた園を含む）  

   ※必要に応じ 、 別添の施設類型が確認できる書類を求める場合がございます。  

 

２  提出日及び場所 

（ １ ） 提出日 

令和５ 年９ 月１ １ 日（ 月） ～１ ５ 日（ 金） のう ち、 私学振興室が指定した日。 なお、 各学校
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法人の検収日時は、 別途連絡します。  

（ ２ ） 場 所 

三の丸庁舎８ 階第８ ０ ２ 会議室（ 別紙参照）  

 

３  留意事項 

（ １ ） 診断書は、 県が指定した様式により 提出してく ださ い。  

   ※診断書や判定書の発行日は、 令和５ 年４ 月１ 日以降のこ と 。  

（ ２ ） 当該補助事業を実施する幼稚園は保護者に対して、 補助制度の趣旨、 当該園児に対する特

別支援教育の取組内容、障害の内容や程度を把握するため診断書を提出する必要がある旨を、

十分に説明した上で、保護者から「 確認書」 の提出を受けてく ださ い。また、「 対象園児個表」

の園児の状況・ 幼稚園における取組は、 実際に当該園児に携わっている教職員が具体的に記

載してく ださ い。  

（ ３ ） 身体障害者手帳、 療育手帳、 保健福祉手帳、 特別児童扶養手当証書、 通所受給者証、 入所

受給者証、 診断書、 判定書の写しなど関係書類を提出する場合は、 Ａ４ サイ ズで提出してく

ださ い。  

なお、 身体障害者手帳及び療育手帳の写し を提出する場合は、 氏名・ 生年月日・ 住所・ 保

護者の氏名・ 障害名・ 障害の程度・ 次の判定年月等が分かるよう にコピーし てく ださ い。  

（ ４ ） 補助金の対象と なら ない幼稚園等の取組は、 別紙のと おり ですので、 ご留意く ださ い。  

（ ５ ） 提出書類は検収日に持参していただきますので、 該当する園児の具体的な障害の内容及び

程度並びに、 幼稚園での対応状況についてお尋ねし ますので、 説明の可能な方が出席してく

ださ い。  

（ ６ ） 補助対象の適否を判定するに当たり 、 園での対応で参考と なるよう な資料（ 様式任意） が

あれば、 あわせて提出してく ださ い。  

 

 

 

担 当  県民生活部学事振興課 

私学振興室助成グループ（ 西川）  

電 話  052-954-6187（ ﾀ゙ ｲﾔﾙｲﾝ）  
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補助対象と なら ない幼稚園等の取組について 

 

以下に掲げた園児に対する幼稚園等の取組は、 補助対象外と する。  

（ １ ） 診断書の病名が明ら かに障害と 判断できない場合（ 蕁麻疹
じ んま し ん

、 脱臼、 便秘等）  

（ ２ ） 医師の診断において、 生活規制が不要と さ れている場合（ 日常生活に問題がない、 運動規

制がない等）。  

（ ３ ） 園児の給食に対する、 教職員のアレルギーの原因と なる食物の除去、 給食・ 弁当の中身の

確認作業。  

（ ４ ） 園児に対する介助等の対応において、 積極的な実施と 捉えられない場合。  

   （ 園児がアレルギー反応を引き起こ す食材に手を出さ ないよう に傍に付き添っている、 見

守っている場合等）  

（ ５ ） 手術・ 治療等を行い、 術後の経過が良好で一定期間（ 目安と し て１ 年以上） 経過している 

場合。  

（ ６ ） 保護者から の依頼により 薬を預かる、 薬を塗布する場合。  

（ ７ ） 身体障害者手帳・ 療育手帳・ 健康福祉手帳の有効期限を過ぎている場合。  

（ ８ ） 保護者から の確認書が提出さ れない場合。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 
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三
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８
階

 
８

０
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室
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場
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している していない

している していない

さ れている さ れていない

している していない

している していない

※令和５ 年度から 「 疑い」 も 対象。

している していない

７ ． 過去の事例や本県と 医療機関と の協議結果において、 補助対象と すべき 案件に該当

している していない

補助対象外補助対象

６ ． 「 障害区分『 病弱・ 身体虚弱』 の補助対象園児判定基準(令和３ 年度～)」 の

  フロ ーチャ ート で”補助対象”に該当

補助対象

補助対象

５ ． 診断書（ 県様式） 裏面に記載のある 「 診断基準」 に該当

※学校教育法施行令第22条の3「 特別支援学校に就学さ せる べき 障害の程

度」 及び平成25年10月4日付け25文科初第756号初等中等教育局長 通知中

「 特別支援学級での教育が適当である 障害の程度」 を組み合わせたも の。

補助対象外補助対象

補助対象

補助対象園児判定基準（ 令和５ 年度～）

３ ． 判定書、 通所受給者証、 又は入所受給者証を交付

４ ． 障害区分が病弱・ 身体虚弱に該当

１ ． ５ 月１ 日現在において就園している か。

※満３ 歳児を含む（ ５ 月１ 日現在において２ 歳以下の子ども は含ま ない） 。

補助対象外

２ ． 手帳（ 身体障害者手帳、 療育手帳、 愛護手帳、 保健福祉手帳） 又は

  特別児童扶養手当証書を所持

※令和5年度から 特別児童扶養手当証書を追加

※令和5年度から 通所受給者証、 入所受給者証を追

加
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している していない

(程度が不明

の者を含む)

ある ない

ある ない

ある ない

障害区分「 病弱・ 身体虚弱」 の補助対象園児判定基準（ 令和３ 年度～）

２ ． （ 医師の診断書） 介助・ 援助内容・ 生活規制の記載が

補助対象外

補助対象外補助対象

補助対象外

４ ． （ 幼稚園の個表） 幼稚園における 対応の記載が

【 補助対象外の例】

・ 明ら かに障害と 判断でき ないも の（ 蕁麻疹、 脱臼、 便秘等）

・ 生活規制が不要と さ れている も の

・ アレ ルギーの原因と なる 食物の除去・ 確認作業

・ 手術・ 治療後の経過が良好で概ね１ 年以上経過している も の

・ 保護者から 薬を預かり 、 塗布・ 処方する だけのも の

【 補助対象の例】

・ てんかん

・ アト ピー性皮膚炎（ 重度）

・ 食物アレ ルギー（ 重度： ｱﾅﾌｨﾗｷｼー 既往有、 エピペン所持、 個別給食の用意等）

・ 熱性けいれん（ 重度、 ５ 歳以下）

・ 気管支ぜんそく （ 重度）

（ 対象疾病： アト ピー性皮膚炎・ 食物アレ ルギー・ 熱性けいれん・ 気管支ぜんそく 等）

１ ． （ 医師の診断書及び幼稚園の個表） 障害の状況・ 病状が重症に該当

補助対象

３ ． （ 医師の診断書） 別紙「 補助対象と なら ない幼稚園の取組」 以外の記載が

-16-

資料７



様
式

第
３
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
障

 
害

 
児

 
一

 
覧

整
理

番
号

園
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

作
成

者
氏

名

℡
 

 
 

 
－

 
 

 
－

 
 

 
 

  

番 号
氏

 
 

 
 

名
生

年
月

日
等
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年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
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日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

※
 

「
主

障
害

」
及

び
「副

障
害

」
欄

に
は

、
視

覚
障

害
、

聴
覚

障
害

、
知

的
障
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、

肢
体

不
自

由
、

病
弱
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弱
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言

語
障

害
、
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緒
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害
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別
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入
す

る
こ

と
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様
式

第
３
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障

 
害

 
児

 
一

 
覧

整
理

番
号

 ○
○

○
 

園
 

 
名

○
 

○
 

幼
稚

園

作
成

者
氏

名
 

○
 

○
 

○
 

○

℡
 

０
５

２
－

○
○

○
－

○
○

○
○
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副
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１
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い
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平

成
２

８
年

８
月

１
５
日

５
歳
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覚
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害
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害

者
手

帳
令

和
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年
４
月
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２
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４
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診

断
書

令
和

４
年

４
月
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０
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3
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よ
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し
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う
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成
３

０
年

７
月

２
３
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３
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情

緒
障

害
 

言
語
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害

 
一

宮
ク

リ
ニ

ッ
ク

 
診

断
書

 
令

和
５

年
４

月
１
０

日
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
歳

 
 

年
 

 
月

 
 

日

令
和

５
年

４
月

２
日

現
在

の

年
齢

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

令
和

５
年

５
月

１
日

以

前
で

あ
る

こ
と

。
 

「
主

障
害

」
及

び
「
副

障
害

」
欄

は
、

視
覚

障
害

、
聴

覚
障

害
、

知
的

障
害

、
肢

体
不

自
由

、
病

弱
・

虚
弱

、
言

語
障

害
、

情
緒

障
害

の
別

を
記

入
す

る
こ

と
。

※
障

害
名

や
病

名
を

記
入

し
な

い
こ

と
。

 

【
記

載
例

】
 

１
愛

知
太

郎
の

場
合

・
・
・
身

体
障

害
者

手
帳

の
場

合
２

名
古

屋
二

郎
の

場
合

・
・
診

断
書

の
場

合
３

豊
橋

三
郎

の
場

合
・
・
・
診

断
書

の
場

合
（
２

つ
の

障
害

を
持

っ
た

園
児

の
場

合
）

 
 

※
医

師
等

の
診

断
を

基
に

、
障

害
の

重
い

方
を

「
主

障
害

」
の

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

記
 

 
載

 
 

例
 「

判
定

機
関

」
の

欄
は

、
医

師
に

よ
る

診
断

書
を

発
行

す
る

医
療

機
関

(公
的

医
療

機
関

、
民

間
医

療
機

関
を

問
わ

な
い

)
ま

た
は

、
判

定
書

を
発

行
す

る
公

的
機

関
を

指
す

。
 

 ※
 

判
定

方
法

が
身

体
障

害
者

手
帳

、
療

育
手

帳
、

健
康

福
祉

手
帳

、
特

別
児

童
扶

養
手

当
証

書
、

通
所

受
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者
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、
入

所
受

給
者

証
の

場
合

は
記

載
不

要
 

「
判

定
方

法
」

の

欄
は

、
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、
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、

身
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障
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(表)

園 児 氏 名 生 年 月 日

住 所 保 護 者 氏 名

診 断 区 分
※

※裏面の「診断基準」による区分(アルファベット)を記入してください。

上記のとおり診断する。

　　　　年　　 　　　月　　 　　　日

(注)１

２
３

診　　断　　書

症状の程度等が、当該基準に該当しない場合は、「その他特記事項」欄に症状の内容・程度等を記入して
ください。
この診断書は、愛知県における私立幼稚園に対する補助金に係る添付資料以外に使用しないでください。
これにより知り得た園児の身体状況の内容が、他に漏れることのないよう十分に注意してください。

年　　　　月　　　　日　

障 害 名 又 は 病 名

障 害 の 状 況 ・ 病 状

介 助 ・ 援 助 内 容

生 活 規 制

そ の 他 特 記 事 項

医 療 機 関 等 名 称

所 在 地

診 断 者 名
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(裏)

障害の種類 区分

視覚障害 A

聴覚障害 B

知的障害 C

肢体不自由 D

病弱・
身体虚弱

E

言語障害 F

情緒障害 G

障　害　の　程　度

１　両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡
等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
２　拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの

診　断　基　準

１　自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度の
もの
２　主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程
度のもの

備考　１　視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについて、矯正視力によって測定する。
　　　　２　聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。

１　両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の
話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
２　補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの

１　知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要と
する程度のもの
２　知的発達の遅滞の程度が１に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困
難なもの
３　知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり、日常生活を営むのに一部援助
が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの

１　肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が
不可能又は困難な程度のもの
２　肢体不自由の状態が１に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とす
る程度のもの
３　補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のも
の

１　慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療
又は生活規制を必要とする程度のもの
２　身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
３　慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とす
る程度のもの
４　身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズ
ムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準
ずる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。）で、その程度が著し
いもの
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  年  月  日 

 

（ 幼稚園名）  

                  

（ 理事長名）  

                殿 

 

（ 住 所）  

                     

（ 園児氏名）  

                     

    （ 保護者氏名）  

                         

 

 

 

 

 

確  認  書 

 

令和５ 年度愛知県私立幼稚園特別支援教育費補助金に係る 書類と し て、診断書等の

書類を 利用する こ と 及び当該補助金の交付申請を行う こ と について、幼稚園から 十分

な説明を受け、 確認し ま し た。  

なお、当該書類を上記の目的以外には使用し ないこ と 及び当該書類によ り 知り 得た

事項の取り 扱いには十分注意する こ と を 条件と し ま す。  
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「 確認書の提出を 求める 際の保護者に対する 説明例」  

 

 

 愛知県私立幼稚園特別支援教育費補助金は、 特別に支援を 必要と する 園児が

就園する 幼稚園の特別支援教育の振興・ 発展を 図る こ と を 目的と し て、 園児が

就園する 幼稚園に対し 、 特別支援教育に積極的に取り 組み、 保護者の負担軽減

に努める こ と を 条件と し て交付さ れる も のです。  

 補助金の申請に当たっ ては、 園児が交付の対象と なる こ と を確認する ために、

障害や病状の内容及び程度が確認でき る 手帳や診断書等の提出が必要ですが、

こ れら を 提出する こ と は、 将来にわたっ て園児に障害がある こ と を 確定する も

のではなく 、特別支援学校・ 学級への就学を余儀なく する も のでも あり ま せん。  

 当園と し ては、 よ り 充実し た教育の実現と 保護者の負担軽減を 図る ため、 愛

知県に対し 当該補助金の交付申請を 行いたいと 考えていま す。 制度の趣旨と 当

園の取り 組み、 手続き 上の必要性を ご理解の上、 関係書類の提出を お願いする

と と も に、 補助金の交付申請を行う こ と への確認を お願いし ま す。  

 なお、 こ れら の書類は、 補助金の申請以外には使用し ま せん。 愛知県でも 補

助金交付の可否判断のためにだけ使用する も ので、 内容を 外部に公開する も の

ではあり ま せん。  

 ま た、 書類及び内容の取り 扱いには十分注意する こ と を お約束し ま す。  
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園    名 クラス名

理事長名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏　　名

記入者職氏名 生年月日

記入日 令和5年4月2日現在の年齢 （　　　　　　　　歳）

障害児
の状況

  幼稚園に
おける対応

（注）ここでの教職員は、次の２つの条件を満たすものをいう。

（１）障害児の在籍する学級を担当し、又は直接指導しているもの。

（２）当該園の人件費支出から給与の支給を受けているもの。

　　前年度までに
　　整備したもの

　　今年度整備
　　するもの

　障害児の
　保護者か
　らの納付金

　障害児に
　係る施設
　設備の整
　備状況

他の在園児と比べて、①同額である。　　　　②高額である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（該当する方に○印を付すこと。）

（別紙「対象園児個表の記載に係る留意点について」を参考に具体的に記載してください。）
　手帳の写しを提出した場合は記入する必要がありません。

（幼稚園等において実際にどのような対応（補助・介助）を実施しているか具体的に記載してください。）

対象園児個表

①教員（　　　　　　　人）　　②職員（　　　　　　　　人）　　　　合計（　　　　　　　　人）

幼稚園等 園　　児

障害種別
（主障害
に○印）

・視覚障害　　　　　　　　　　・聴覚障害　　　　　　　　　・知的障害　　　　　　　　　・肢体不自由

・病弱、虚弱（病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・情緒障害　　　　　　　　　・言語障害

　障害児に
　係る教職
　員数
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別紙

　　「対象園児個表の記載に係る留意点について」

　園における障害児の状況について、次の例を参考に記入してください。

 健常児と変わらない点については記入する必要はありませんが、日常生活を行う上で障害となる点に

ついて具体的に記入してください。

１．視覚障害

・基本的な生活を行う上で、どの程度の介助が必要か。（食事、排泄、衣服の脱着等）

・園児又は教師との間にコミュニケーションが成立するか。集団に参加できるか。

・言語による意思伝達は可能か。

・教師の指示に的確に反応できるか。

・歩くことができるか。ひとりで移動できるか。

・視力はどの程度か。明るさを認識できるか。

・物を見ようとする意思があるか。動くものを認識できるか。

・物の色及び形（○△□）を区別できるか。

２．聴覚障害

・基本的な生活を行う上で、どの程度の介助が必要か。（食事、排泄、衣服の脱着等）

・園児又は教師との間にコミュニケーションが成立するか。集団に参加できるか。

・言語による意思伝達は可能か。

・教師の指示に的確に反応できるか。

・普通の人が聞き取れる発音で話しができるか。

・読話は可能か。そのレベルはどの程度か。

・聴力はどの程度か。　（ｄＢ）

・補聴器は使用しているか。

３　知的障害

・基本的な生活を行う上で、どの程度の介助が必要か。（食事、排泄、衣服の脱着等）

・園児又は教師との間にコミュニケーションが成立するか。集団に参加できるか。

・言語による意思伝達は可能か。

・教師の指示に的確に反応できるか。

・無目的に動き回ることがあるか。

・物に対し、興味や関心を示すことがあるか。

・目的をもって、何かをやり遂げようとする意思があるか。
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４．肢体不自由

・基本的な生活を行う上で、どの程度の介助が必要か。（食事、排泄、衣服の脱着等）

・園児又は教師との間にコミュニケーションが成立するか。集団に参加できるか。

・言語による意思伝達は可能か。

・教師の指示に的確に反応できるか。

・上肢を動かすことができるか。どの程度の介助が必要か。

・両手で（又は片手で）物を掴んだり放したりできるか。

・下肢を動かすことができるか。どの程度の介助が必要か。

・立ったり座ったりすることができるか。

・歩くことができるか。ひとりで移動できるか。

・骨格や筋肉の異常はどの程度か

５．病弱・身体虚弱

・基本的な生活を行う上で、どの程度の介助が必要か。（食事、排泄、衣服の脱着等）

・園児又は教師との間にコミュニケーションが成立するか。集団に参加できるか。

・言語による意思伝達は可能か。

・教師の指示に的確に反応できるか。

・歩くことができるか。ひとりで移動できるか。

・運動は可能か。（散歩、スキップ等も含めて）

・入院歴（又は施設等の入所歴）はあるか。（具体的に記載すること）

・薬の服用は毎日必要か。自分で服用することができるか。

６．言語障害

・基本的な生活を行う上で、どの程度の介助が必要か。（食事、排泄、衣服の脱着等）

・園児又は教師との間にコミュニケーションが成立するか。集団に参加できるか。

・言語による意思伝達は可能か。

・教師の指示に的確に反応できるか。

・普通の人が聞き取れる発音で話しができるか。

７．情緒障害

・基本的な生活を行う上で、どの程度の介助が必要か。（食事、排泄、衣服の脱着等）

・園児又は教師との間にコミュニケーションが成立するか。集団に参加できるか。

・言語による意思伝達は可能か。

・教師の指示に的確に反応できるか。

・教師の指示で、動くことができるか。

・無目的に動き回ることがあるか。

・物に対し、興味や関心を示すことがあるか。

・目的をもって、何かをやり遂げようとする意思があるか。
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